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広島市子育て世帯住替え促進家賃補助事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅団地内の空き家の活用により子育て世帯の住替え

を促進するため、賃貸住宅に入居し、定住する者に対し、予算の範囲内に

おいてその家賃の一部を補助することについて、広島市補助金等交付規則

（昭和３６年広島市規則第５８号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

    

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 子育て世帯 第７条の規定による申請を行う日において、当該申請を

行おうとする者が属する世帯に小学生以下の子ども又は妊娠中の者が属

しているものをいう。 

⑵ 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額 (共益費及び駐車場使用

料等直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)をいう。 

⑶ 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全

ての手当等の月額をいう。 

 

（空き家活用計画書） 

第３条 町内会等の自治組織（別表の住宅団地内の団体に限る。）が作成す

る空き家活用計画書（別記様式第１号）は、次の各号に掲げる事項を記載

し、市長に提出するものとする。  

⑴ 住宅団地の概要 

⑵ 自治組織の概要 

⑶ 空き家の活用目的 

⑷ 空き家の活用に係る取組内容 

⑸ 自治組織の活動範囲内に存する空き家の情報 

２ 空き家活用計画書を提出した後において、記載内容の変更がある場合は、

速やかに空き家活用計画変更届出書（別記様式第２号）を市長に提出する

ものとする。 
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（補助対象住宅） 

第４条 補助金の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、別

表の住宅団地内に存する住宅であって、かつ、次の各号に掲げる要件の全

てに該当するものとする。 

⑴ 居住又は使用されたことがある戸建て住宅又は併用住宅（延べ面積の 

２分の１以上を居住の用に供するものに限る。）であること。 

⑵ 建物の所有者との間で賃貸借契約（親族が所有する住宅を賃貸借する 

場合を除く。）を締結して自己の居住の用に供するもの（公営住宅、住 

宅供給公社及び都市再生機構等の設置する公的住宅、社宅及び官舎等の 

給与住宅を除く。）であること。 

⑶ 賃貸借契約日から遡って３か月以上居住されていないものであること。 

⑷ 空き家活用計画書に記載されているものであること。 

 

（補助対象者） 

第５条 補助金の対象者は、補助対象住宅に居住する者（賃貸借契約日から 

半年以内の者に限る。）で、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

 ⑴ 子育て世帯の世帯主であること。 

 ⑵ 補助対象住宅に継続して２年以上居住する意思があること。 

 ⑶ 居住する住宅が存する住宅団地における地域活動に参加する意思があ 

ること。 

 ⑷ 住民登録している区市町村の税を滞納していないこと。 

 ⑸ 属する世帯の世帯構成員全員が暴力団員（暴力団員による不当な行為 

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」 

という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）若し 

くは広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条 

第３項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団（暴力団対策 

法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な 

関係を有する者でないこと。 

⑹ この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。 

⑺ 生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助などを受け 

ていないこと。 
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（補助要件及び補助額） 

第６条  補助金の月額は、家賃から住宅手当を控除した額の２分の１の額

（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた額）以内とし、２万円を限度とする。 

２ 補助を行う期間は、補助を開始した月から２４か月を限度とする。 

３ 補助の開始月は、補助対象住宅への入居日の属する月の翌月（当該入居

日が月の初日であるときは、その日が属する月）とする。 

 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、市長の指定する期日までに広

島市子育て世帯住替え促進家賃補助金交付申請書(別記様式第３号)に次に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 居住者がいない期間を確認することができる書類 

⑵ 賃貸借契約書の写し 

⑶ 住民票の写し（世帯構成員全員の氏名及び世帯主との続柄の記載があ 

り、世帯構成員全員が補助対象住宅に居住していることが分かるもの） 

⑷ 母子健康手帳の写しその他の妊娠中の者がいることがわかるもの（当 

該申請を行おうとする者が属する世帯に小学生以下の子どもが同居して 

いない場合に限る。） 

⑸ 申請者が住民登録している区市町村の税を滞納していない旨の証明書 

⑹ 町内会・自治会への加入を証する書類 

⑺ 住宅手当支給証明書（別記様式第４号）  

⑻ その他市長が必要と認める書類 

２ 前年度又は当該年度に広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事

業による補助金の交付を受けた者であって、前項第１号から第６号までに

掲げる書類の記載内容に変更がなく、広島市子育て世帯住替え促進リフォ

ーム費補助金額確定通知書の写しを添付する場合には、これらの書類の添

付を省略することができる。 

 

 (交付決定通知等) 

第８条 市長は、補助金の交付を決定したときは、広島市子育て世帯住替え促
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進家賃補助金交付決定通知書(別記様式第５号)により当該申請者に通知する

ものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要に応じて条件を付す

ことができる。 

３ 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、広島市子育て世帯住

替え促進家賃補助金不交付決定通知書(別記様式第６号)により、当該申請者

に通知するものとする。  

 

 （変更等の承認申請） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者は、交付決定後において、規則第１

２条第１項の規定による計画の変更等の承認を受けようとするときは、遅

滞無く広島市子育て世帯住替え促進家賃補助事業変更（中止・廃止）承認

申請書（別記様式第７号）を市長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、広島市子育て世帯住替え促進家賃補

助事業変更（中止・廃止）承認通知書（別記様式第８号）により当該申請

者に通知するものとする。 

３ 交付申請の変更にともなう補助金額の変更は、変更のあった月からとす 

る。 

 

 （家賃支払実績の報告及び補助金の請求） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者は、広島市子育て世帯住替え促進

家賃補助金交付請求書（別記様式第９号）に次に掲げる書類を添付し、補

助金の交付の請求をするものとする。 

⑴ 家賃支払証明書（別記様式第１０号） 

⑵ 活動実績報告書（別記様式第１１号） 

２ 補助金の請求は原則として年２回、次の各号の区分により請求し、補助

金の交付の決定があった日の属する年度の年度末までに行わなければなら

ないものとする。 

⑴ 前期 ４月から９月に属する家賃補助金 

 ⑵ 後期 １０月から翌年３月に属する家賃補助金 

３ 家賃の支払実績の報告は、第１項第１号に掲げる家賃支払証明書（別記
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様式第１０号）によることとする。 

 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告に

係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、規則第

１６条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、広島市子育て世帯住

替え促進家賃補助金額確定通知書（別記様式第１２号）により当該補助金

の交付の決定を受けた者に通知しなければならない。 

 

（交付決定の取消等の通知） 

第１２条 市長は、規則第１２条第３項の規定により補助金の交付の決定を

取り消し、又は変更したときは、広島市子育て世帯住替え促進家賃補助金

交付決定取消（変更）通知書（別記様式第１３号）により通知するものと

する。 

２ 市長は、規則第１８条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消したときは、広島市子育て世帯住替え促進家賃補助金交付

決定（一部）（全部）取消通知書（別記様式第１４号）により通知するも

のとする。 

 

(返還命令) 

第１３条 市長は、規則第１２条第５項、第１９条第１項又は同条第２項の

規定により補助金の返還を命ずるときは、広島市子育て世帯住替え促進家

賃補助金返還命令書(別記様式第１５号)により行うものとする。 

 

 （継続申請） 

第１４条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を継続して受けよ

うとするときは、毎年５月１日から６月３０日までの間に、広島市子育て世

帯住替え促進家賃補助金交付継続申請書(別記様式第１６号)に第７条第１項

第２号、第３号、第５号及び第７号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

２ 継続時における交付決定については、第８条第１項の規定を準用し、不交
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付決定については、同条第３項の規定を準用する。 

 

（委任） 

第１５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市整備局指導担当局長が

別に定める。 

 

 附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２７年８月３１日から施行する。 

 附 則 

 （施行期日） 

  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表 

補助対象となる住宅団地 

番号 区 名称 

１ 東区  光が丘団地 

２ 東区 香里園  

３ 東区 鏡ヶ丘団地 

４ 東区 鈴が丘団地 

５ 東区 ひばりヶ丘団地 

６ 東区 観音原団地 

７ 東区 五月ヶ丘団地 

８ 東区 百田団地 

９ 東区 東園団地 

１０ 東区 やすらぎが丘団地 

１１ 東区 東浄団地（東浄） 

１２ 東区 東浄団地（浄玄寺） 

１３ 東区 桜ヶ丘団地 

１４ 東区 早稲田団地 

１５ 東区 大和台団地 

１６ 東区 中山町南山 

１７ 東区 馬木ハイツ 

１８ 東区 ホーメスト広島中山台 

１９ 東区 東山  

２０ 東区 清風台 

２１ 東区 戸坂住宅団地 

２２ 東区 ライフヒルズ未来 

２３ 東区 サンヒルズ中山 

２４ 南区 丹那  

２５ 南区 杉山団地 

２６ 南区 仁保団地 

２７ 南区 ニュー旭ヶ丘 

２８ 南区 向洋ニュータウン洋光台 

２９ 南区 アメニティタウン仁保南 

３０ 南区 丹那ハイツ 

３１ 西区 己斐緑ヶ丘団地 

３２ 西区 ふじハイツ 

３３ 西区 鈴が台団地 

３４ 西区 三滝観音台 

３５ 西区 明山台団地 

３６ 西区 日生己斐東住宅団地 

３７ 西区 国迫団地 

３８ 西区 己斐イトーピア 

３９ 西区 広島ハイツ 

４０ 西区 大迫団地（己斐大迫） 

４１ 西区 大迫団地（茶臼山） 

４２ 西区 日生団地 
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４３ 西区 古江東町 

４４ 西区 古江 

４５ 西区 山田団地 

４６ 西区 西部臨海１工区 

４７ 西区 鈴が峰団地 

４８ 西区 広電己斐団地 

４９ 西区 西部臨海５工区 

５０ 西区 西部臨海２工区 

５１ 西区 己斐もみじヶ丘  

５２ 西区 田方ヶ丘 

５３ 西区 阿瀬波団地 

５４ 西区 井口台パークタウン（１期） 

５５ 西区 井口台パークタウン（２期） 

５６ 西区 古江西 

５７ 西区 三滝本町 

５８ 西区 小己斐新開 

５９ 西区 古田台ヒルズ・古江の丘 

６０ 西区 高須台パークタウン 

６１ 安佐南区 あさおか台団地 

６２ 安佐南区 第二祇園ヶ丘団地 

６３ 安佐南区 第一東亜ハイツ 

６４ 安佐南区 瀬戸内苑団地 

６５ 安佐南区 松ヶ丘団地 

６６ 安佐南区 藤興園団地 

６７ 安佐南区 下城ハイツ 

６８ 安佐南区 西原 

６９ 安佐南区 サンハイツ光が丘 

７０ 安佐南区 武田山団地 

７１ 安佐南区 向ケ丘団地 

７２ 安佐南区 伴ハイツ 

７３ 安佐南区 大町富士団地 

７４ 安佐南区 高取第一団地 

７５ 安佐南区 ふじが丘団地 

７６ 安佐南区 安古市東亜ハイツ・豊松園団地 

７７ 安佐南区 三菱沼田団地・大原台団地 

７８ 安佐南区 緑ヶ丘団地 

７９ 安佐南区 サンハイツ緑ヶ丘 

８０ 安佐南区 中八木 

８１ 安佐南区 瀬戸内沼田ハイツ 

８２ 安佐南区 高取第二団地 

８３ 安佐南区 別所団地/細田山団地 

８４ 安佐南区 緑井 

８５ 安佐南区 毘沙門台団地（１期） 

８６ 安佐南区 毘沙門台団地（２期） 

８７ 安佐南区 毘沙門台団地（３期） 

８８ 安佐南区 平和台団地 
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８９ 安佐南区 弘億団地 

９０ 安佐南区 中央グリーンハイツ 

９１ 安佐南区 サンハイツ緑ヶ丘 

９２ 安佐南区 新祇園東亜ハイツ 

９３ 安佐南区 グリーンヒル大原 

９４ 安佐南区 A・CITY アベニュー花の季台 

９５ 安佐南区 イトーピア長楽寺 

９６ 安佐南区 花みずき台 

９７ 安佐南区 若葉台 

９８ 安佐北区 城ヶ丘団地（仏ヶ迫） 

９９ 安佐北区 城ヶ丘団地・城ヶ丘第二団地（城ヶ丘）  

１００ 安佐北区 平和台団地 

１０１ 安佐北区 新建団地（新建） 

１０２ 安佐北区 新建団地（台） 

１０３ 安佐北区 可部第一東亜ハイツ 

１０４ 安佐北区 可部第二東亜ハイツ 

１０５ 安佐北区 南が丘団地 

１０６ 安佐北区 ふじランド 

１０７ 安佐北区 虹山団地 

１０８ 安佐北区 可部グリーンライフ 

１０９ 安佐北区 福王寺団地 

１１０ 安佐北区 安佐グリーンランド 

１１１ 安佐北区 瀬戸内ニューハイツ 

１１２ 安佐北区 譲羽団地 

１１３ 安佐北区 翠光台団地 

１１４ 安佐北区 ふじビレッジ 

１１５ 安佐北区 コープタウンあさひが丘 

１１６ 安佐北区 はすが丘団地 

１１７ 安佐北区 くすの木台団地 

１１８ 安佐北区 高陽ニュータウンＣ住区 

１１９ 安佐北区 高陽ニュータウンＢ住区 

１２０ 安佐北区 高陽ニュータウンＡ１住区・高陽ニュータウンＡ２住区 

１２１ 安佐北区 諸木団地 

１２２ 安佐北区 矢口が丘 

１２３ 安佐北区 ハイライフ高陽（岩上第二） 

１２４ 安佐北区 ハイライフ高陽（岩上） 

１２５ 安佐北区 インターハイツ森城 

１２６ 安佐北区 高陽第一 

１２７ 安佐北区 安佐ニュータウン星が丘 

１２８ 安佐北区 桐陽台 

１２９ 安佐北区 可部勝木台 

１３０ 安佐北区 高陽台 

１３１ 安佐北区 高陽深川台 

１３２ 安佐北区 希望が丘 

１３３ 安芸区 瀬野川団地 

１３４ 安芸区 大磯団地 
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１３５ 安芸区 月ヶ丘団地 

１３６ 安芸区 五月台団地 

１３７ 安芸区 安芸矢野ニュータウン 

１３８ 安芸区 スカイレールタウン瀬野みどり坂 

１３９ 安芸区 望が丘団地 

１４０ 安芸区 瀬野みつぎ団地 

１４１ 佐伯区 緑が丘団地 

１４２ 佐伯区 美鈴園団地（西山） 

１４３ 佐伯区 美鈴園団地（皆賀） 

１４４ 佐伯区 駅前第一 

１４５ 佐伯区 中央第一 

１４６ 佐伯区 昭和台 

１４７ 佐伯区 日の木団地 

１４８ 佐伯区 月見台団地（１期） 

１４９ 佐伯区 月見台団地（２期） 

１５０ 佐伯区 観音台団地 

１５１ 佐伯区 荒蒔団地 

１５２ 佐伯区 新宮苑 

１５３ 佐伯区 八幡が丘団地（八幡ヶ丘） 

１５４ 佐伯区 八幡が丘団地（保井田） 

１５５ 佐伯区 薬師が丘団地 

１５６ 佐伯区 五月が丘団地（１期） 

１５７ 佐伯区 五月が丘団地（２期） 

１５８ 佐伯区 昭和台 

１５９ 佐伯区 折出団地 

１６０ 佐伯区 利松第一 

１６１ 佐伯区 美鈴が丘団地（１期） 

１６２ 佐伯区 美鈴が丘団地（２期） 

１６３ 佐伯区 杉並台団地 

１６４ 佐伯区 イトーピア五日市藤の木 

１６５ 佐伯区 城山 

１６６ 佐伯区 東観音台 

１６７ 佐伯区 ピアステージ彩が丘 

１６８ 佐伯区 魚切ハイツ・ハーブヒルズ 

１６９ 佐伯区 西風新都広島ライセンスパーク杜の街 

 


